
法務省人検第185号

令和5年8月23日

司法修習生殿

法務省大臣官房人事課長佐藤 剛

（公印省略）

検事への採用手続について

あなたは、令和5年12月に司法修習生としての修習を終了される予定ですが、

修習終了後検事への採用を希望する場合は、下記の書類を同年10月20日 （金）

までに検察教官宛て提出してください。

なお、下記1(1)ないし(3)に係る提出書類は、司法研修所事務局企画第二課から交

付しますので、同課に対し、電話で、提出書類の交付を希望する旨を申し出てくだ

さい（電話連絡先や電話受付日時については、下記2 「電話連絡先等」を参照して

ください。 ） 。

記

1 提出書類

（1） 検事採用願 1通

（2） 面接票(Ndl) 1通

（3） 面接票(Nb.2) 1通

性） 法科大学院成績証明書（修了者のみ） 1通

（5） 写真 3枚

2電話連絡先等

（1） 電話連絡先

司法研修所事務局企画第二課

048-460-2045

（2）電話受付日時

ア期間

本日より令和5年10月20日 （金）まで（土日、祝日を除く。 ）

イ時間帯

午前8時30分から午後5時までの間

（ただし、午後0時’5分から午後1時までの間を除く。 ）



願検 事 採 用

年令和 月 日 画

殿法務大臣

ふりがな ‘

氏 名（自署）

日生年生年月日 卿･軸 月

私は、令和5年12月司法修習生の修習終了後、検事に採用願いたいので、 必

要書類及び写真を添えて出願いたします。

なお、私は、 日本国籍を有しており、国家公務員法第38条各号及び検察庁法

第20条1項各号のいずれにも該当しておりません。
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面 接 票(NO;1) (記載例）
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面 接 票(N0.2) 【記載例】

ふりがな

氏 名

(自署）

ほう む た ろう
法 務 太 郎 生年月日

昭和 ・ 平成

年 月 日生

年 月 日 事 ・ 項 庁 名

学 歴

平成23 4 東京都立○○高等学校入学

26 3 同校卒業

4 △△大学法学部法律学科入学

30 3 同卒業

令和 2 4 △△大学法科大学院（○○○科○○○専攻）入学

4 3 同修了

経 歴

平成30 4 1 神奈川県職員に採用する 神奈川県

行政職(一)○級△号俸を給する 、 〃

31 4 1 ○号俸を給する ． 〃

令和 2 3 31 辞職を承認する 〃

1

4 11 27 司法修習生を命ずる 最高裁判所

5 12 13 司法修習生の修習終了 ． 〃

試験・資格・免許等

平成25 1l 25 普通自動車第一種運転免許取得 東京都公安委員会

26 1,1 5 簿記検定二級試験合格 商工会議所

28 8 27 神奈川県職員採用I種試験合格 神奈川県

令和3 11 5 司法試験予備試験合格 司法試験委員会

4 9

j

6 司法試験合格 ． 〃

賞 罰

なし



法務省大臣官房人事課(R5)

検事採用願等作成要領

検事採用願等関係書類は、所定の用紙に黒又は青インクを使用し、次の要領により正確に記載すること。

1 検事採用願

法務大臣名については空欄のままで差し支えない。

2 面接票(NO.1) [別添（記載例）参照〕

令和5年8月23日現在で記載すること。

法科大学院を修了した者は、卒業大学及び修了法科大学院を「最終学歴」欄に記載すること。
出身地（自己が出身地と認識している場所で差し支えない）については、都道府県名を記載すること。

3 面接票(NO.2) [別添（記載例）参照〕

次の事項に留意の上、学歴、経歴、試験･資格・免許等､賞罰の項目ごとに、それぞれ年月日順に正

確に記載すること。

（1） 学 歴

学歴については、 「年月」の記載で足り、義務教育終了後の就学学校名（高等学校、高等専門学校、

短期大学、大学、各種学校、法科大学院等） ・学部科名及び入学、卒業、修了及び中退の別を記載す

ること。

法科大学院に入学して中退等をした場合には、面接票(No.1)には記載せずに面接票(No.2)に

記載すること。

（2） 経 歴

国、地方公共団体、公庫、公社、独立行政法人及び民間企業等の勤務経歴を記載し、司法修習生の
修習についても、その始期及び終了の年月日をそれぞれ記載すること （修習終了の年月日は、予定年

月日を記載すること。 ） 。

なお、国、地方公共団体、公庫、公社、独立行政法人等の勤務経歴を有する者は、 これらの経歴を

証明する書類（所属の長が証明する履歴書等）を添付すること。

（3） 試験・資格・免許等

職務との関係の有無にかかわらず、合格又は取得の年月日順に全てを記載すること。

（4） 賞 罰

受けたことがあるときはその詳細を年月日順に、ない場合には「なし」 と記載すること。

4法科大学院成績証明書（和文） （修了者のみ）

修了した法科大学院が発行した成績証明書（写しで可）を提出すること。

なお、検事採用願提出時までに同証明書の提出が間に合わない場合は、後日検察教官に提出すること
（10月下旬頃まで） 。

5 写 、真

縦横4センチメートル、上半身、脱帽、無背景、出願前3か月以内に撮影したものとし、裏面に撮影

年月日及び氏名を記入すること。

裏面に氏名等を記載Lた後は王望玄血ﾐよく_乾堕迄後重蔓真堂皇慶※

6 その他 ，

(1) 検事採用願及び面接票について記入を訂正するときは、二重線を引くこと。

(2) 経歴を証明する書類（3(2)なお書）が検事採用願提出時までに入手できないときは、後日これらの

書類を検察教官に提出すること。

(3) 提出書類に記載した事項に変更が生じたとき、又は変更が生じる予定があるとき（婚姻して姓が変

わった又は変わる予定がある場合など）は、その旨を速やかに検察教官に申し出ること。

(4) 出願により取得した個人情報は、採用に関する事務及び採用が確定した場合における人事管理に利

用する。
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